
  
 

公
職
の
選
挙
に
係
る
高
等
学
校
、
大
学
等
に
お
け
る
期
日
前
投
票
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
政
府
は
、
公
職
の
選
挙
に
関
し
、
高
等
学
校
、
大
学
等
に
設
け
ら
れ
る
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
当
該
高
等
学
校
、
大
学

等
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
る
選
挙
人
等
が
当
該
高
等
学
校
、
大
学
等
の
所
在
す
る
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
で
き
る
限
り
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
含
め
、
高
等
学
校
、

大
学
等
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
る
選
挙
人
等
の
高
等
学
校
、
大
学
等
に
設
け
ら
れ
る
期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
投

票
の
促
進
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
本
則
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 



  

一 

公
職
の
選
挙
に
係
る
高
等
学
校
、
大
学
等
に
お
け
る
期
日
前
投
票
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

 

政
府
は
、
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
）
の
選
挙
に
関
し
、

高
等
学
校
、
大
学
等
に
設
け
ら
れ
る
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
当
該
高
等
学
校
、
大
学
等
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
る

選
挙
人
等
が
当
該
高
等
学
校
、
大
学
等
の
所
在
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
）
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
で
き
る
限
り
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
含
め
、
高
等
学
校
、
大

学
等
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
る
選
挙
人
等
の
高
等
学
校
、
大
学
等
に
設
け
ら
れ
る
期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
投
票
の

促
進
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





  

三 

理 

由 

 

高
等
学
校
、
大
学
等
に
設
け
ら
れ
る
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
当
該
高
等
学
校
、
大
学
等
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ

る
選
挙
人
等
が
当
該
高
等
学
校
、
大
学
等
の
所
在
す
る
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
で
き

る
限
り
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
含
め
、
高
等
学
校
、
大
学
等
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学
生
で

あ
る
選
挙
人
等
の
高
等
学
校
、
大
学
等
に
設
け
ら
れ
る
期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
投
票
の
促
進
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、
政

府
が
、
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。 


